
点数

40

32

24

16

8

0

② 5

③ 3

④ 1

A(①+②+③+④)⇒

点数

155時間以上 12

135時間以上～155時間未満 10

115時間以上～135時間未満 8

95時間以上～115時間未満 6

65時間以上～95時間未満 4

65時間未満 2

155時間以上 10

135時間以上～155時間未満 8

115時間以上～135時間未満 6

95時間以上～115時間未満 4

65時間以上～95時間未満 2

65時間未満 0

夏季休暇期間中に入院期間が重なっている等、

保育が完全に不可能な場合
12

部分的に保育が困難な場合 8

身体障がい者手帳１～２級

精神障がい者保健福祉手帳１～３級
12

身体障がい者手帳３級 10

身体障がい者手帳４級以下 8

12

8

⑨ 出産 12

⑩ 災害 2～12

B(⑤+⑥+⑦+⑧+⑨+⑩)⇒

長期単身赴任をしている世帯

きょうだいが本事業を希望する場合は上のきょうだいに一人あたり加点

⑤

自宅外就労／自宅内就労

(仕事が外出中心、外出勤務が過

半数を超える)／就学

平均的な1ヵ月(4週)

の就労時間数

母親が妊娠または出産後の場合で保育が必要な場合

※産前は出産予定日の8週間前の属する月初日、産後は出産日から8週

間を経過した日の月末の期間が7月8月に重複している

⑦

疾病

負傷

障がい

保護者の

疾病・負傷

火災、風水害で家屋損傷その他災害復旧のために保育にあたれない場

保護者の

障がい

⑧
親族の看護

介護

介護・看護が常態・入院付添い等で保育が完全に不可能な場合

(重度身障者、要介護５，４程度に相当)

介護・通院・入院の付添い等で部分的に保育が困難な場合

(要介護３～１程度に相当)

学年状況①

⑥
自宅内就労(仕事が自宅中心、

外出勤務が過半数未満)／内職

平均的な1ヵ月(4週)

の就労時間数

１．児童の状況及び環境

２．就労等の状況

小学3年生

小学4年生

小学5年生

小学6年生

ひとり親世帯その他これに準ずる世帯(離婚(調停中含む)・死亡・拘禁・未婚等)

小学1年生

小学2年生

別紙 配点表




